
 

 

太田市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】の実績報告 
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■温室効果ガス削減目標 

『太田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）』では、政府の事務事業に関する

温室効果ガスの排出削減計画（2030年度までに 2013年度比 50％削減）を踏まえて、

令和４年度に目標を再設定しました。2022 年度（令和４年度）から 2026 年度（令

和８年度）までの５年間については、市の事務事業より排出される温室効果ガス排

出量の削減目標を次のとおり設定しています。 

 

 2026 年度（令和 8 年度）までに、 

   基準年度（2013 年度）比 34％削減 

＊2030 年度において、2013 年度比 50％削減を目指します。  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 標 

30,002 

18%削減 22%削減 
24,602 

26%削減 
23,402 

30%削減 34%削減 

単位：ｔ-CO2 

22,201 
21,001 

19,801 
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■2022年度（令和４年度）実績報告 

  市が行う事務事業から排出される温室効果ガス排出量の 2022年度（令和４年度）

の実績は、基準年度（平成 25 年度）と比較して 28.6％減少となり、目標（基準年

度比で 18.0％以上の削減）を達成しました。 

エネルギー種類別および温室効果ガス別の排出量実績は次のとおりです。 

 

エネルギー種類別 2022 年度（令和４年度）温室効果ガス排出量実績 

＜対基準年度比較＞ 

エネルギー種類 
基準年度 

（平成 25年度） 
 令和４年度実績 増減比率 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源 

灯油 1,613 t-CO₂ ⇒    692 t-CO₂ ▲57.1％ 

軽油 452 t-CO₂ ⇒    489 t-CO₂ 8.2％ 

ガソリン 596 t-CO₂ ⇒    505 t-CO₂ ▲15.3％ 

A重油 1,516 t-CO₂ ⇒   1,329 t-CO₂ ▲12.3％ 

液化石油ガス(LPG) 662 t-CO₂ ⇒ 257 t-CO₂ ▲61.2％ 

都市ガス 1,461 t-CO₂ ⇒ 1,978 t-CO₂ 35.4％ 

電力 20,205 t-CO₂ ⇒ 12,308 t-CO₂ ▲39.1％ 

 エネルギー起源小計 26,505 t-CO₂ ⇒ 17,558 t-CO₂ ▲33.8％ 

非エネルギー起源 3,497 t-CO₂ ⇒ 3,861 t-CO₂ 10.4％ 

計 30,002 t-CO₂ ⇒ 21,419 t-CO₂ ▲28.6％ 

＜対前年度比較＞ 

エネルギー種類 令和３年度実績  令和４年度実績 増減比率 
 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源 

灯油    596 t-CO₂ ⇒    692 t-CO₂ 16.1％ 

軽油    446 t-CO₂ ⇒    489 t-CO₂ 9.6％ 

ガソリン    461 t-CO₂ ⇒    505 t-CO₂ 9.5％ 

A重油   1,455 t-CO₂ ⇒   1,329 t-CO₂ ▲8.7％ 

液化石油ガス(LPG) 259 t-CO₂ ⇒ 257 t-CO₂ ▲0.8％ 

都市ガス 2,101 t-CO₂ ⇒ 1,978 t-CO₂ ▲5.9％ 

電力 15,475 t-CO₂ ⇒ 12,308 t-CO₂ ▲20.5％ 

エネルギー起源小計 20,793 t-CO₂ ⇒ 17,558 t-CO₂ ▲15.6％ 

非エネルギー起源 3,829 t-CO₂ ⇒ 3,861 t-CO₂ 0.8％ 

計 24,622 t-CO₂ ⇒ 21,419 t-CO₂ ▲13.0％ 

※燃料の燃焼で発生・排出される二酸化炭素を「エネルギー起源」と呼び、工業プロセスの 

化学反応や、廃棄物の焼却で発生・排出されるものを、「非エネルギー起源」と呼ぶ。 
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温室効果ガス別 2022年度（令和４年度）温室効果ガス排出量実績 

＜対基準年度比較＞ 

温室効果ガス 
基準年度 

（平成 25年度） 

 令和４年度   

実績 
増減比率 

①二酸化炭素（CO₂） 26,505 t-CO₂ ⇒ 17,543t-CO₂ ▲33.8％ 

②メタン（CH4） 1,806 t-CO₂ ⇒ 2,302t-CO₂ 27.5％ 

③一酸化二窒素（N2O）  1,680 t-CO₂ ⇒ 1,553t-CO₂ ▲7.6％ 

④ハイドロフルオロカーボン（HFC）      10 t-CO₂ ⇒      6.3t-CO₂ ▲37.0％ 

＜対前年度比較＞ 

温室効果ガス 
令和３年度   

実績 

 令和４年度   

実績 
増減比率 

①二酸化炭素（CO₂） 20,793t-CO₂ ⇒ 17,543t-CO₂ ▲15.6％ 

②メタン（CH4） 2,287t-CO₂ ⇒ 2,302t-CO₂ 0.7％ 

③一酸化二窒素（N2O） 1,536t-CO₂ ⇒ 1,553t-CO₂ 1.1％ 

④ハイドロフルオロカーボン（HFC）      6.4t-CO₂ ⇒      6.3t-CO₂ ▲1.6％ 

※各温室効果ガスの発生源 

①二酸化炭素（CO₂） 

施設での電気や燃料（都市ガス、灯油、重油など）の使用、公用車での燃料（ガソリンなど）の使用及び 

廃プラスチック類の焼却等により排出される。 

②メタン（CH4） ③一酸化二窒素（N2O） 

一般廃棄物の焼却、下水やし尿・雑排水の処理、公用車での燃料の使用等により排出される。 

④ハイドロフルオロカーボン（HFC） 

公用車のエアコンの使用等により排出される。 

 

■2022年度（令和４年度）実績のポイント 

 2022年度（令和４年度）の実績のなかで特徴的な部分について説明します。 

 

〇電力 

 20,205t- CO₂（H25）⇒12,308t- CO₂（R4） 削減量 7,897t- CO₂ 

       （家庭部門一世帯あたりの年間排出量で換算して約 3,070 世帯相当） 

 ※一世帯あたりの年間排出量 2.57 t- CO₂で換算（令和４年度家庭部門の排出実態統計調査速報値より） 

 電力の使用による温室効果ガス排出量は市の事務事業全体の排出のうち６割程度

を占めています。令和４年度は、基準年度比で 39.1％、前年度比で 20.5％の大幅な

減となっており、全体の排出量が減少している最も大きな要因となっています。これ

は、一市三町の協定に基づき、クリーンプラザのごみ焼却時のバイオマス発電から得

られる CO₂フリーの電力を小中学校で利用し始めたことにより、その分の電力使用に

よって排出される温室効果ガス排出量をゼロとみなすことができるためです。 

 



p. 4 

 

〇灯油 

 1,613t-CO₂（H25）⇒692t-CO₂（R4） 削減量 921t-CO₂ 

（家庭部門一世帯あたりの年間排出量で換算して約 360世帯相当） 

 基準年度における灯油の主な使用用途は小中学校のストーブなどでしたが、現在で

は空調の整備等により普通教室におけるストーブの使用が減少し、灯油を起源とする

温室効果ガスの排出も大きく減少しています。 

 

〇都市ガス 

 1,461t-CO₂（H25）⇒1,978t-CO₂（R4） 増加量 517t-CO₂ 

        （家庭部門一世帯あたりの年間排出量で換算して約 200世帯相当） 

 都市ガスの使用による温室効果ガス排出量は基準年度と比較して最も大きく増加

しています。都市ガスの主たる原料である天然ガスは他のエネルギー源と比較してク

リーンなエネルギーと言われており、特に石油や石炭と比較すると、二酸化炭素や酸

性雨の原因となる窒素酸化物の排出量が少なく、硫黄酸化物については全く排出しま

せん。そのため、これまで都市ガスへのエネルギー源の転換を進めてきており、その

結果が基準年度比の増として表れています。 

 

■令和４年度温室効果ガス排出量削減のための取組み 

令和４年度に実施した事務事業における温室効果ガス削減のための主な取組み

は次のとおりです。 

 

①一市三町の協定に基づき「CO₂フリー電力」を利用 

 クリーンセンターでごみの焼却の際に副次的に得

られる熱エネルギーを利用して発電した「CO₂フリー

電力」を利用するため、令和３年度に太田市外三町

清掃組合を構成する市町で協定を締結しました。令

和４年度より、小中学校で使用する電力については

算定上の二酸化炭素排出量を０となり、二酸化炭素

の排出量を大きく削減することができました。 

 

②脱炭素社会実現のための包括連携協定を締結 

 太田市、株式会社おおた電力、太田都市ガス株式

会社、株式会社東京ガスの四者で「脱炭素社会実現

のための包括連携協定」（以下「包括連携協定」）を

締結しました。この協定に基づいて定期的に協議会

を開催し、市で実施すべき脱炭素のための取組みに

ついて協議を重ねています。令和４年度は、市有施設の省エネ改修や学校プールにお

ける太陽光発電事業等について検討しました。 
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③県の「脱炭素スタートアップ支援事業」を実施 

 群馬県が環境省、経済産業省の支援を受けて実施

する「脱炭素スタートアップ支援事業」により、庁

内での勉強会や地元企業の参加者を交えてのワー

クショップなどを実施しました。ワークショップの

中で得られた、太田市の特徴や現状の課題、将来こ

うなって欲しいという理想像などの意見をまとめ、

2050 年の脱炭素社会実現に向けた太田市の目指す

絵姿を作成しました。 

 

 

 

  

④省エネの推進 

 環境省の COOL CHOICE普及啓発チラシから引用したフレーズ「あなたが残業すると、

電気まで残業になる」の庁内放送や、夏季と冬季の年２回発行している COOL CHOICE

通信などにより、業務上でのより一層の省エネ推進を図りました。 
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■令和５年度以降の取組み 

 現在、太田市では包括連携協定での協議会を中心に、国の「地域脱炭素移行・再エ

ネ推進交付金」を利用した事業実施を目指しています。令和６年度予算での補助決定

を目標に、調整池での太陽光 PPA事業による脱炭素電力の導入を中心として、ゼロカ

ーボンドライブや避難所指定施設の設備整備など、その脱炭素電力を利用した施策に

ついて検討しています。また、先述の PPA事業のほかにも、現在市で契約している電

力について脱炭素電力のメニューへの移行も検討しています。これらの施策が実現す

れば、既に利用しているクリーンセンターの「CO₂フリー電力」と併せて、市で利用す

る電力による温室効果ガスの排出を大幅に削減できることとなります。 

 省エネについては、引き続き太田市マネジメントシステム理解度アップ研修会など

の機会を利用し「脱炭素」と併せて周知・啓発に取り組んでいくほか、これまでにも

進めてきている公共施設の LED照明への改修を順次実施していきます。 

 

■総評 

令和４年度実績においては、特に電力使用による温室効果ガスの排出量が大きく減

少したことなどから、市の事務事業から排出される温室効果ガスの総量は大きく減少

し、基準年度である平成２５年度比で２８．６％の削減となりました。これは、実行

計画の令和４年度の目標値である基準年度比１８．０％削減を大きく達成しています。 

ただし、温室効果ガス排出量の減少要因を考えると、排出係数が減ったこと（＝使

用している電力が変わったこと）によるものが大きく、温室効果ガスの排出量と同じ

だけのエネルギー使用量が減っているわけではありません。今後さらに温室効果ガス

の排出量を削減していくためには、使用するエネルギーの脱炭素化と省エネの両方を

進めていく必要があります。 

太田市では、「脱炭素社会実現のための包括連携協定」での取組みを中心に、太陽光

発電をはじめとした更なる再生可能エネルギーの導入やそのエネルギーを利用した

施策の検討を進める一方、既存の公共施設の改修においては省エネルギー化を、新た

な公共施設の建設においては ZEB化を検討するなど、省エネの取組みも推進していき

ます。 


